
甲

府

五

十

集

考

一

江
戸
時
代
の
商
業

・
交
通
な
ど
に
関
す
る
文
書
に
は
、
五
十
集

（
い
さ
ば
）

と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
日
に
つ
く
。

『
大
辞
林
』
に
よ
る
と
、
こ
の
語
は
魚
を

売
買
す
る
店
、
魚
市
場
、
海
産
物
を
扱
う
商
人
や
馬
方
な
ど
を
指
す
と
し
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
主
に
甲
府
の
魚
町
と
魚
荷
の
搬
入
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
す
る
。

十
六
世
紀
末
、
甲
府
城
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
改
編
さ
れ
た
古
府
中
二
六

町
と
、
新
設
さ
れ
た
新
府
中
二
三
町
と
を
城
下
町
と
し
、
魚
町
は
こ
の
と
き
設

定
さ
れ
た
。
古
府
中
か
ら
新
府
中

へ
引

っ
越
し
て
草
分
け
と
な
っ
た
有
力
町
人

の
う
ち
、
魚
町
で
は
海
野
源
右
衛
門
と
中
楯
与
兵
衛
が
知
ら
れ
て
お
り

（
「
甲

州
古
府
中
新
府
中
聞
書
」
）
、
貞
享
四
年

（
一
六
八
七
）
に
は
与
兵
衛
の
子
孫

と
見
ら
れ
る
与
次
兵
衛

（中
楯
氏
）
が
魚
町
の
長
人

（
の
ち
名
主
と
改
称
）
の

一
人
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

貞
享
四
年
に
お
け
る
魚
町
各
丁
目
ご
と
の
家
数
と
間
日
間
数
と
を
示
し
た
の

が
表
１
で
あ
る
。　
一
軒
ご
と
に
間
口
と
奥
行
と
を
調
査
し
て
公
役
小
間
を
算
定

し
、
町
人
役
賦
課
の
基
準
と
す
る
の
が
本
来
で
あ
る
が
、
甲
府
で
は
煩
雑
さ
を

男

避
け
る
た
め
、
間
回
の
関
数
の

み
が
基
準
と
さ
れ
た
。
そ
の
後

享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
に
も

調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
奥

行
ま
で
書
い
て
い
る
町
は
少
な

く
、
家
数
と
問
口
関
数
も
ほ
と

ん
ど
増
減
が
な
い
。

『
甲
府
略

志
』
に
よ
る
魚
町
五
丁
の
人
口

は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

寛
文
十
年

男
一
三

二
人

女
二
六
九
人

計
五
二
一
人

文
化
三
年

男

一
五
九
人

女

一
五
七
人

計
三
一
六
人

表 1 貞享 4年魚町家数・問数
(『甲府略志』)

軒 数 間 口 関 数
東 側 西 側 計 東 側 西 側 計

1丁 目

2丁 目

3丁 目
4丁 目
5丁 目

5軒

9

6

5

6

研

６

４

６

８

11軒

15

10

11

14

問３４

３２

３．

３．

２５

間２８

３２

２７

３３

２８

間６２

６４

５８

飩

５３

計 153 148
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以
下

『
甲
府
市
史
史
料
編
』
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
便
宜
上
そ
れ
を

「
史
料
Ｋ
」
と
略
称
す
る
が
、
そ
の
第
二
巻

一
〇
頁
以
下
に
よ
る
と
、
貞
享
三

年
に
は
肴
問
屋
と
し
て
八
日
町

一
丁
目
徳
兵
衛
、
三
日
町
二
丁
目
二
郎
右
衛
門
、

同
所
七
兵
衛
、
魚
町
三
丁
目
伊
右
衛
門
、
同
二
丁
目
徳
右
衛
門
ら
五
人
の
名
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
他
の
業
種
で
は
穀
問
屋

一
五
人
、
紙
問
屋
二
人
、
塩
閥
屋

七
人
、
茶
問
屋
五
人
、
た
ば
こ
問
屋
三
人
の
名
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
史
料
か

ら
、
右
六
業
種
の
間
屋
が
株
仲
間
を
そ
れ
ぞ
れ
な
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
当
時
の
全
国
的
な
傾
向
か
ら
見
る
と
き
、
幕
府
が
株
仲
間
を

認
可
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
調
査
を
行

っ
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
五
人
の
肴
問
屋
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
は
史
料
上
不
明
で

あ
る
。
伝
承
に
よ
る
と
、
古
く
か
ら
魚
町
二
丁
目
に
は
魚
仲
買
人
が
あ
っ
て
、
九

一

色
郷
の
者
た
ち
が
魚
荷
物
を
駄
送
し
て
く
る
と
二
丁
目
に
市
が
立
っ
た
が
、
寛

文
三
年

（
一
六
六
三
）
八
月
に
は
、
仲
買
人
た
ち
が
相
談
の
上
で
、
二
丁
ロ
ヘ

は
じ
め
て
間
屋
三
軒
を
取
り
立
て
、
間
屋
は
仲
買
以
外
に
直
売
し
な
い
こ
と
、

仲
買
は
荷
主
か
ら
直
買
い
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
な
ど
を
議
定
し
た
。
柳
町
宿

ヘ

の
助
郷
負
担
が
、
三
丁
目
が
他
の
四
丁
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
魚
商
売

の
冥
加
と
し
て
で
あ
る
と
い
う

（
「
史
料
Ｋ
」
第
三
巻

一
六
七
頁
）
。
宝
暦
四

年

（
一
七
五
四
）
成
立
の

「裏
見
寒
話
」
に
は
、

「鮮
魚
　
魚
町

一
丁
目
残
ら

ず
魚
店
、
中
に
も
浜
松
屋
五
左
衛
門
、
芳
野
屋
十
左
衛
門
、
徳
島
屋
太
左
衛
開
、

三
星
屋
清
右
衛
門
」
と
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
魚
店
に
は
冬
の

間
は
タ
イ

・
ス
ズ
キ
・
カ
レ
イ
な
ど
が
時
に
よ
っ
て
あ
る
が
、
駿
州
沼
津
か
ら

来
る
の
が
滞

っ
た
り
、
雨
や
雪
が
降
れ
ば
二
、
三
日
も
魚
が
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
臨
時
の
客
は
も
ち
ろ
ん
、
常
客
が
来
て
も
差
し
支
え
る
こ
と
が
度
度
あ
る
。

魚
を
賞
味
愛
好
す
る
上
客
は
、
江
戸

・
沼
津

。
諏
訪
な
ど
へ
飛
脚
を
立
て
て
手

に
入
れ
る
。
夏
の
供
応
に
は
、
塩
乾
の
品
や
ナ
ス
・
ウ
リ
の
類
だ
け
で
あ
る
。

十

一
月
な
ど
諸
方
に
冠
婚
ま
た
は
家
督
の
祝
い
事
、
贈
答
な
ど
が
、
二
、
三
か

所
あ
る
と
き
は
、
魚
類
が
払
底
し
て
価
も
高
い
。
贈
答
は
節
倹
す
る
よ
う
に
し

て
も
、
土
地
が
狭
い
た
め
た
ち
ま
ち
魚
店
に
品
切
れ
が
起
こ
る
。
産
帰
が
二
、

三
所
も
あ
っ
た
り
、
見
世
物
や
芝
居
な
ど
が
あ
る
と
き
に
は
、
市
中
に
豆
腐

。

こ
ん
に
ゃ
く
の
類
さ
え
尽
き
て
し
ま
う
。
甲
府
の
店
は
微
細
で
あ
る
こ
と
を
知

る
べ
き
で
あ
る
。
貝
類
は
ア
ワ
ビ

・
シ
ジ
ミ
。
赤
貝
だ
け
で
、
シ
ジ
ミ

一
升
を

甲
銀
五
、
六
分
で
売
る
。

ハ
マ
グ
リ

・
ア
サ
リ
は
た
ま
に
江
戸
か
ら
取
り
寄
せ

て
売
る
。
価
は

一
升
で
四
、
五
分
と
い
う
。
春
暖
の
と
き
に
来
る
た
め
腐
敗
し

て
、
半
分
ぐ
ら
い
し
か
役
に
立
た
な
い
。
ナ
マ
コ
は
魚
店
で
は
売
ら
ず
、
江
戸

か
ら
来
て
売
る
者
が
あ
っ
て
、
そ
の
価
は
た
い
そ
う
高
い
。

ハ
マ
グ
リ

・
ア
サ

リ
・
サ
ザ
エ
。
タ
ニ
シ
は
時
々
来
て
、

ハ
マ
グ
リ
は
一
升
四
、
五
分
、
サ
ザ
エ
・

タ
ニ
シ
は
大
小
に
よ
っ
て
価
に
高
下
が
あ
り
、
江
戸
よ
り
も
高
価
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
運
賃
が
多
く
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
個
所
に
は
、

「鰹
の

刺
身
が
駿
州
沼
津
よ
り
来
る
。
鮮
魚
は
十
月
こ
ろ
な
ら
で
は
甲
府

へ
は
来
た
ら

ず

（
一
本
、
火
鉢
あ
る
い
は
こ
た
つ
な
ど
に
て
刺
身
を
食
う
こ

と
あ
る
。

二

甲
州

へ
来
る
魚
の
多
く
は
駿
河
湾
の
産
で
あ
り
、
沼
津
の
問
屋
か
ら
魚
荷
が

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
史
料
に
も
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
の
輸

送
路
に
つ
い
て
、

「
史
料
Ｋ
」
や

「裏
見
寒
話
」
は
触
れ
て
い
な
い
が
、

「
甲

斐
の
手
振
」
で
は
、

「
魚
類
は
す
べ
て
酸
河
沼
津
よ
り
三
坂
峠
を
越
え
黒
駒
道

運
送
、
行
程
二
〇
里
」
と
経
路
を
明
記
し
た
後
、

「秋
冬
春
は
替
ら
ず
、
な
か

ん
ず
く
鯛
多
く
、
江
戸
よ
り
は
価
至
っ
て
下
直
な
り
。
そ
の
余
は
価
不
定
。
夏

向
き
は
塩
物
多
し
。
そ
の
内
塩
ま
ぐ
ろ
、
煮
貝
、
塩
貝
は
い
ず
れ
も
駄
荷
に
て
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来
る
。
雨
中
は
桐
油
に
て
包
む
。
依

っ
て
雨
後
の
魚
類
は
く
さ
れ
や
す
し
」
と

書
い
て
い
る
。

「
甲
斐
の
手
振
」
に
い
う
経
路
は
、
沼
津
か
ら
北
上
し
、
御
殿

場
か
ら
鎌
倉
街
道
に
入
る
い
わ
ゆ
る
沼
津
往
還
で
あ
る
が
、
い
ま

一
つ
の
経
路

は
、
沼
津
か
ら
東
海
道
を
吉
原
に
出
、
そ
こ
か
ら
大
宮

（現
富
士
宮
市
）
を
経

て
甲
府
に
至
る
中
道
往
還
で
あ
る
。
後
者
の
方
が
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
、

以
下
は
中
道
経
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

徳
川
家
康
は
前
後
七
回
甲
斐
に
入
国
し
た
が
、
天
正
十
年

（
一
五
八
二
）
三

月
の
第

一
回
が
河
内
路
か
ら
で
あ
っ
た
は
か
は
、
同
年
七
月
の
第
二
回
以
後
す

べ
て
中
道
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
の
精
進

・
古
関
間
に
は
阿
難
坂
、
古
関

・

右
左
口
間
に
は
迦
葉
坂
の
二
大
難
場
が
あ
り
、
こ
と
に
第
二
回
入
国
時
に
は
九

一
色
郷
と
右
左
口
郷
の
農
民
ら
が
、
献
身
的
に
道
普
請
や
荷
物
の
運
搬
を
奉
仕

し
て
助
け
た
。
家
康
は
そ
の
労
に
報
い
る
た
め
、
天
正
十
年
七
月
十
二
日
に
は
、

「
九

一
色
諸
商
売
の
役
、
前
々
の
如
く
相
違
無
き
の
条
こ
れ
を
免
許
せ
し
む
る

者
也
」
の
朱
印
状
を
九

一
郷
に
下
付
し
、
同
年
同
月
二
十
三
日
に
は
、

「
祖
母

（右
左
）
口
の
在
家
四
十
七
間

（軒
）
往
還
の
伝
馬
勤
む
る
の
条
、
関

・
塩

・

相
物
其
の
外
の
諸
役
前
々
の
如
く
相
違
無
く
免
許
せ
し
め
候
者
也
」
の
朱
印
状

を
右
左
口
郷
に
下
付
し
た
。
更
に
右
左
口
郷
に
は
天
正
十
八
年
九
月
、
豊
臣
秀

勝
か
ら

「
右
左
口
に
お
い
て
、
在
家
往
還
の
伝
馬
並
び
に
塩
干
物
の
役
、
先
規

の
通
り
免
除
せ
し
む
る
者
也
」
の
黒
印
状
が
与
え
ら
れ
た
。
二
つ
の
朱
印
状
と

も

「前
々
の
如
く
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
武
田
氏
の
山
村
振
興
策
を
引
き
継

ぐ
の
意
で
あ
ろ
う
。
右
左
回
の
朱
印
状
か
ら
は
、
富
士
川
水
運
の
な
か
っ
た
当

時
、
中
道
が
主
要
な
塩
搬
入
路
で
あ
っ
た
こ
と
、
相
物
の
語
は
、
塩
処
理
を
施

し
た
魚
や
干
魚
を
意
味
す
る
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
史
料
と
豊

臣
秀
腸
黒
印
の
み
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
中
道
を
通
る
魚
は
相
物
だ
け
で
あ
り
、

鮮
魚
の
付
け
運
び
は
な
か
っ
た
か
の
感
が
あ
る
。

し
か
し
、

「史
料
Ｋ
」
第

一
巻
五
七
七
頁
に
は
、
天
文
十
九
年

（
一
五
五
〇
）

三
月
十
日
坂
田
源
右
衛
門
あ
て
の
、

「肴
の
奉
公
相
勤
む
に
つ
い
て
、　
一
月
に

馬
三
疋
の
分
の
諸
役
を
免
許
す
る
者
也
」
と
い
う
朱
印
状
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

坂
田
源
右
衛
門
は
の
ち
に
与

一
左
衛
門
と
通
称
を
改
め
る
が
、
伊
勢
か
ら
甲
斐

に
来
て
武
田
信
玄
に
仕
え
、
商
人
頭
と
し
て
入
日
市
場
に
住
み
、
検
断

（
の
ち

の
町
年
寄
）
を
勤
め
た
人
で
あ
っ
て
、
肴

（魚
）
の
流
通
統
制
権
を
持
ち
、
魚

の
役
の
取
り
立
て
及
び
上
納
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
魚
の
役
の
割
付
額
は
、
天

正
十
二
年

（
一
五
八
四
）
の
五
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
分
が
二
九
両
ユ
分
二
朱
、

十
三
年
分
が
四
〇
両

（
六
月
に
二
〇
両
、
十
二
月
に
二
〇
両
）
、
十
四
年
分
が

三
〇
両

（内

一
〇
両
は
黄
金
、
二
〇
両
分
は
び
た
銭
で
一
〇
〇
貫
文
）
で
あ
っ

た
が
、
十
三
年
分
の
四
〇
両
を
上
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
坂
田

与

一
左
衛
門
を
魚
役
代
官
に
任
じ
て
、
黄
金

一
五
両
と
び
た
銭
八
〇
貫
文
上
納

す
る
こ
と
で
相
済
み
と
な
っ
た
。
魚
の
役
は
相
当
高
額
で
あ
る
か
ら
、
坂
田
氏

が
扱
っ
た
の
は
担
税
力
の
あ
る
鮮
魚
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
右
左
口
郷

ヘ

の
朱
印
で
免
除
さ
れ
た
相
物
の
役
は
、
恐
ら
く
大
し
た
額
に
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
昭
和
五
十
年
発
行
の

『
中
道
町
え
』
に
は
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
中
道
の
鮮
魚
輸
送
に
関
す
る
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
部
を
左
に
要
約
す
る
。

駿
河
湾
の
漁
師
は
朝
早
く
か
ら
出
漁
し
て
、
十
時
こ
ろ
に
は
獲
物
の
生
魚
を

沼
津

へ
持
ち
寄
り
、
そ
れ
を
集
め
て
午
後
二
、
三
時
こ
ろ
ま
で
に
は
吉
原
の
荷

受
問
屋
へ
送
る
。
吉
原
に
は
甲
府
相
手
の
魚
聞
屋
が
三
軒
あ
っ
て
甲
府

へ
出
荷

す
る
が
、
苦
原
宿
に
は
甲
州
か
ら
の
馬
方
が
常
に
宿
泊
し
て
待

っ
て
い
た
。
馬

方
は
三
〇
貫
余
り
の
生
魚
を
馬
背
に
負
わ
せ
て
、
年
後
四
時
こ
ろ
吉
原
を
立
つ

と
、
人
穴

・
根
原
付
近
で
暗
く
な
り
、
右
左
口
峠

（迦
葉
山
）
あ
た
り
で
夜
が

明
け
て
、
午
前
七
時
こ
ろ
に
甲
府
の
問
屋

へ
着
く
。
魚
町
の
北
か
ら
南

へ
直
線



の
道
路
は
住
吉
神
社
の
東
ま
で
伸
び
、
そ
こ
で
中
道
往
還
に
合
流
す
る
が
、
古

く
は
魚
町
街
道
と
呼
ば
れ
た
。
山
道
を
夜
通
し
駄
送
す
る
に
は
松
明
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
に
は
松
を

一
尺
五
寸
ほ
ど
に
切
っ
て
細
く
割
り
、
二
〇
本
く
ら
い

を
束
ね
て
つ
く
っ
た
。
風
雨
の
夜
は
松
明
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
、
馬
子
は
馬

の
尾
に
す
が
っ
て
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
甲
府

。
吉
原
間
に
は
右
左
口
・
古
関

・

根
原

・
上
井
出
の
四
か
所
に
魚
聞
屋
が
あ
っ
て
、
魚
荷
の
発
着
、
運
賃
の
立
て

替
え
、
急
荷
の
世
話
な
ど
を
行

っ
た
が
、
吉
原
や
右
の
四
か
所
を
利
用
し
た
甲

州
の
馬
方
は
、
右
左
口
村
や
九

一
色
郷

（江
戸
時
代
に
は

一
四
か
村
に
な
る
）

の
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

右
左
口
と
九

一
色
は
立
地
条
件
が
似
て
お
り
、
と
も
に
徳
川
家
康
の
朱
印
状

を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
中
道
に
お
け
る
生
魚
輸
送
に
は
協
調
を
保
ち
、

甲
府
か
ら

一
五
里
の
上
井
出
に
は
両
郷
の
馬
方
が
と
も
に
利
用
す
る
馬
宿
が
あ
っ

て
、
朝
早
く
魚
を
馬
に
付
け
る
に
は
く
じ
引
き
に
よ
っ
て
荷
を
き
め
て
い
た
。

と
こ
ろ
が

『
三
珠
町
誌
』
に
よ
る
と
、
文
政
四
年

（
一
八
二
一
）
十
月
晦
日
、

右
左
日
の
林
蔵

・
権
左
衛
門

・
庄
蔵
の
三
人
が
、
上
井
出
を
出
て
根
原
に
さ
し

か
か
っ
た
と
き
、
行
き
あ
っ
た
九

一
色
郷
精
進
村
の
庄
左
衛
門

・
勘
右
衛
門

・

幸
吉
と
、
古
関
村
の
源
右
衛
門

・
庄
八
計
五
人
に
呼
び
止
め
ら
れ
、
魚
荷
の
引

き
渡
し
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
生
魚
は
海
岸
か
ら
上
井
出

ま
で
運
ば
れ
、
こ
こ
で
積
み
か
え
て
甲
州

へ
送
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
な
継
ぎ
荷
を
運
送
で
き
る
の
は
、

「諸
商
売
役
免
許
」
の
九

一
色
郷
に

の
み
許
さ
れ
た
権
利
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
駿
州
の
若
官

・
上
井
出
両
宿
を
継

ぎ
場
と
し
て
来
た
が
、

「諸
役
免
許
」
だ
け
の
右
左
口
村
に
は
、
継
ぎ
荷
物
を

輸
送
す
る
権
利
は
な
い
と
い
う
の
が
庄
左
衛
門
ら
の
主
張
で
あ
っ
た
。
右
左
口

の
林
蔵
ら
は
そ
の
場
で
の
争
論
を
回
避
し
、
荷
物
を
要
求
ど
お
り
引
き
渡
し
て

帰
村
し
た
が
、
そ
れ
を
聞
い
た
村
人
た
ち
は
激
高
し
た
。
右
左
日
の
馬
方
が
上

井
出
か
ら
魚
荷
を
運
ぶ
の
は
、
九

一
色
で
も
承
知
の
と
お
り
昔
か
ら
の
慣
行
で

あ
り
、
今
更
文
句
を
つ
け
ら
れ
る
筋
合
い
は
な
い
と
し
て
勘
定
奉
行
所

へ
出
訴

し
た
。
吟
味
に
当
た
っ
て
は
、
甲
府
の
魚
問
屋
や
若
宮

・
上
井
出
両
宿
の
馬
宿

な
ど
も
喚
聞
さ
れ
た
が
、
当
事
者
双
方
と
も
由
緒
あ
る
朱
印
を
奉
戴
す
る
者
同

士
で
あ
る
か
ら
と
し
て
、
馬
宿
の
立
ち
入
り
に
よ
っ
て
和
解
が
成
立
し
、
済
口

証
文
に
は
大
要
左
の
よ
う
な
条
件
が
取
り
き
め
ら
れ
た
。

①
　
九

一
色
郷
と
右
左
口
村
の
者
が
同
じ
馬
宿
を
利
用
す
る
場
合
は
、
原
則
と

し
て
荷
の
出
来
次
第
、
所
属
村
に
か
か
わ
ら
ず
順
番
に
付
け
出
す
こ
と
。

②
　
荷
の
送
り
状
に
村
名
ま
た
は
馬
方
名
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

指
定
に
従
う
こ
と
。

③
　
九

一
色
郷
内
の
村
と
右
左
口
と
両
方
の
者
が
指
定
さ
れ
て
い
て
、
付
け
出

す
馬
方
が
話
し
合
い
で
き
ま
ら
な
い
と
き
は
、
馬
宿
主
の
取
り
計
ら
い
に
任

せ
る
こ
と
。

④
　
海
岸
か
ら
若
宮

・
上
井
出
の
馬
宿
あ
て
に
来
た
荷
物
と
、
九

一
色

・
右
左

口
の
馬
方
が
途
中
で
出
あ
っ
た
場
合
は
、
先
着
順
に
受
け
取
る
こ
と
。
も
し

順
位
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
途
中
か
馬
宿
に
お
い
て
く
じ
引
き
し
て
き
め

Ｚ
つ
ン
」
じ
Ｃ
。

０
　
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
右
左
口
村
の
林
蔵
ほ
か
二
人
の
荷
に
つ
い
て
は
、

精
進
村
の
庄
左
衛
門
か
ら
右
左
口
村

へ
陳
謝
し
、
駄
賃
に
つ
い
て
は
、
よ
く

掛
け
合

っ
て
授
受
を
き
め
る
こ
と
。

三

寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）
の

「魚
問
屋

。
仲
買
覚
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
文

書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。



賞

一
、
代
々
魚
間
屋
仕
り
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
郎
右
衛
門

右
荷
主
の
儀

ハ
九

一
色
の
衆
中

二
て
、
日
銭
の
儀

ハ
金
高

二
構
エ
ズ
壱
駄

二
付
雑
用
共
二
甲
銀
三
匁
ツ
ゝ
引
取
申
候
、
外

二
甲
壱
両
二
付
百
十
四
文

ツ
氏
、
是

ハ
仲
買
方

へ
分
引
引
取
申
候
、
其
外
他
国
よ
り
参
り
候
送
り
荷

物
の
儀

ハ
、
口
銭
雑
用
共
二
甲
壱
両
二
付
甲
銀
三
匁
ツ
ｋ
引
取
申
候
、
分

引
同
断

一
、
代
々
魚
問
屋
仕
り
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
右

衛

門

後

家

右
同
断

一
、
拾
九
年
以
前
子
年
よ
り
仕
り
候
　
　
　
　
　
　
　
次
　
兵
　
衛

右
同
断

一
、
拾
七
年
以
前
寅
年
よ
り

（問
屋
を
）
仕
り
侯
　
　
八
郎
左
衛
門

右
同
断

問
屋
の
儀
望
む
人
御
座
候
得

ハ
、
弐
丁
目
三
丁
目
の
内

ハ
致
サ
セ
申
候

一
、
仲
買
の
儀
、
弐
丁
目
三
丁
目
の
両
丁
の
内

へ
弐
、
三
年
も
店
出
シ
商
売

仕
候
上
、
仲
間

へ
入
レ
申
候
、
他
町
二
て
魚
店
出
シ
申
候
て
ハ
仲
間

へ
入

レ
申
サ
ズ
候
、
丁
内
よ
り
買
子
二
仕
候

右
の
通
り
相
違
御
座
無
ク
候
、
以
上

寛
延
三
年
年
七
月

御
名
主
所

寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
に
魚
間
屋
が
成
立
し
、
間
屋

・
仲
買
間
に
議
定
が

行
わ
れ
た
と
い
う
伝
承
は
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
寛
廷
三
年

（
一
七
五

〇
）
の

「覚
」
も
、
大
筋
で
は
古
制
を
再
確
認
し
、
九

一
色
馬
方

へ
の
日
銭
や

仲
買
渡
し
の
分
引
な
ど
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
問
屋

・
仲
買

へ
の
新

規
加
入
が
比
較
的
緩
く
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
交
代
が
し
ば
し
ば

行
わ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
お
り
、
次
兵
衛
が
開
業
し
た
十
九
年
以
前
の
子
年

は
、
享
保
十
七
年

（
一
七
三
二
）
に
当
た
っ
て
い
る
。
天
明
五
年

（
一
七
八
五
）

一
月
の
魚
問
屋

・
仲
間
取
替
証
文
に
も
新
し
い
規
定
は
見
ら
れ
ず
、
同
年
五
月

十
七
日
に
甲
府
勤
番
支
配
か
ら
発
せ
ら
れ
た
肴
商
売
に
関
す
る
町
触
も
、

「
甲

府
魚
町
肴
商
売
の
儀
、
古
来
よ
り
問
屋

・
仲
買
仕
法
相
立
商
売
致
候
処
、
近
来

猥
二
相
成
、
他
町
二
て
も
直
卸
等
致
侯
者
有
レ
之
段
相
関
候
、
問
屋

・
仲
買
相

立
有
レ
之
候
上
ハ
、
外
々
二
て
直
買

・
直
卸
等
ハ
致
間
敷
事

二
候
、

（略
）
古

来
の
通
問
屋
相
場
を
以
て
仲
買
の
者
共
買
請
商
売
可
ン
致
候
、
尤
売
子
の
者
問

屋
よ
り
買
請
度
キ
節

ハ
、
仲
買
の
者

へ
対
談
二
及
ビ
、
仲
買
の
者
名
前
を
以
て

買
請
候
様
可
レ
致
候

（以
下
略
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
ろ
甲
府
に
は
青
物
商
が
三
〇
〇
余
人
あ
り
、
文
化
年
間

に
は
青
物
仲
間
を
結
成
し
て
、
青
物

・
乾
物
は
い
う
に
及
ば
ず
、
乾
魚

・
乾
貝

・

海
藻

・
鰹
節

・
鶏
卵
な
ど
を
、
国
産
の
物
は
も
ち
ろ
ん
、
他
国
か
ら
来
た
も
の

を
も
直
仕
入
直
卸
し
て
渡
世
し
て
い
た
。
こ
の
傾
向
が
進
む
と
、
魚
問
屋

・
仲

買
の
家
業
は
鮮
魚
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
衰
微
し
、
寛
文
以
来
の
議
定
も

反
古
に
な
っ
て
難
渋
で
あ
る
と
し
て
、
し
ば
し
ば
甲
府
勤
番
支
配
に
訴
え
、
青

物
仲
間
が
魚
問
屋

・
仲
買
の
権
利
を
侵
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
町
触
の
発
布
を

願
っ
た
。
天
明
五
年

（
一
七
八
五
）
か
ら
天
保
六
年

（
一
八
三
五
）
ま
で
の
間

に
、
こ
の
た
め
の
町
触
が
七
度
も
発
せ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
歴
代
の
勤
番
支
配

の
意
向
は
、
旧
来
の
仕
法
の
尊
重
す
な
わ
ち
魚
問
屋

・
仲
買
の
保
護
に
重
点
が

置
か
れ
た
。
し
か
し
、
青
物
仲
間
側
の
攻
勢
は
き
び
し
く
、
文
政
十
二
年

（
一

吉 太 十

兵兵審
衛 衛 門
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八
二
九
）
の
触
面
に
は

「魚
荷
物
並
び
二
渡
り
干
物
の
儀
は
何
方
よ
り
付
け
入

り
候
共
、
直
買

・
直
卸
等
固
く
致
間
敷
」
と
あ
り
、
其
の
外
に
は
魚
荷
物
ば
か

り
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
渡
り
干
物
の
文
字
は
前
々
の
触
に
は
な
く
、
こ
の
語

が
加
わ
る
と
青
物
商
人
の
商
売
向
き
が
手
狭
に
な
る
と
突
き
上
げ
、
役
所
を
し

て
、

「何
等
の
訳
二
て
右
様
認
入
候
哉
、
善
面
等
も
御
座
無
く
候

二
付
相
分
兼

申
候
」
と
弁
明
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
翌
文
政
十
三
年
に
は
、
在
方
寺
社
の

縁
日
・
祭
礼
に
は
町
方
も
青
物
仲
間
が
出
店
す
る
の
に
対
し
、
仲
間
外
の
者
が

店
を
張
る
た
め
混
乱
が
起
こ
る
の
で
、
仲
間
の
天
汗
棒

へ
焼
印
す
る
こ
と
を
願

い
出
て
許
可
さ
れ
、
識
別
が
図
ら
れ
た
が
、
実
効
を
見
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。天
保
七
年

（
一
人
三
六
）
五
月
に
は
、
西
青
沼
町
の
青
物
商
幸
蔵
が
鰹
節
荷

物
を
直
卸
し
た
た
め
、
魚
問
屋

・
仲
買
が
甲
府
勤
番
支
配
へ
出
訴
し
て
出
入
に

な
っ
た
。
大
手
勤
番
支
配
永
見
伊
勢
守
が
、
幸
蔵
か
ら
返
答
書
を
出
さ
せ
て
吟

味
を
行

っ
て
い
た
が
、
八
月
下
旬
に
は
い
わ
ゆ
る
天
保
騒
動
が
ほ
と
ん
ど
甲
州

全
域
を
覆

っ
た
た
め
、
伊
勢
守
は
九
年
五
月
七
日
に
責
め
に
よ
っ
て
御
役
御
免

・

逼
息
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
あ
と
吟
味
は
山
手
勤
番
支
配
阿
部
遠
江
守
に
引
き

継
が
れ
、
同
年
七
月
十

一
日
に
訴
答
双
方
を
呼
び
出
し
て
、
次
の
よ
う
な
裁
許

を
魚
問
屋

・
仲
買
に
申
し
渡
し
た
。

古
来
よ
り
魚
荷
物
引
請
の
儀
は
す
べ
て
鮮
魚
の
儀

二
て
、
鰹
節

・
乾
魚

・

乾
貝

。
玉
子
等

ハ
急
度
引
請
と
申
し
、
差
し
定
む
る
義
こ
れ
無
き
事
故
、

以
来
右
品
々
差
配
致
す
二
及
ば
ず
、
も
っ
と
も
鰹
節
相
場
書
の
儀
は
、
魚

町
二
て
商
売
致
し
候
直
段
を
以
て
是
迄
の
通
り
書
上
仕
る
べ
し

（
「魚
問

屋
共
と
青
物
商
人
共
家
業
差
障
出
入
裁
許
書
抜
書
」
）

こ
の
裁
許
が
青
物
仲
間
側
に
有
利
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
御
国
恩
冥

加

へ
の
奉
謝
と
し
て
、
甲
府
郭
内
の
御
堀
浚
い
入
用
の
中
に
、
人
足
七
〇
〇
人

を
差
し
加
え
た
い
と
願
っ
て
許
さ
れ
た
。
し
か
し
魚
問
屋

・
仲
買
側
と
し
て
は
、

不
承
不
承
請
書
に
調
印
し
た
も
の
の
、
到
底
承
伏
で
き
な
い
裁
許
で
あ
っ
た
。

天
保
十
二
年

（
一
人
四

一
）
八
月
、
魚
町
側
で
は
古
証
文
写
し
五
通
と
、
天
明

五
年
の
魚
商
売
取
締
に
関
す
る
触
写
し
な
ど
を
証
拠
と
し
て
用
意
し
た
上
で
、

鰹
節

。
乾
魚

・
乾
貝
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
青
物
仲
間
側
を
大
手
勤
番
支
配
牧
野

駿
河
守

（永
見
伊
勢
守
の
後
任
）
に
訴
え
出
た
。
山
手
の
酒
井
安
房
守
も
立
会
っ

て
吟
味
し
た
結
果
、
同
年
十
二
月
、
訴
訟
方
の
証
拠
分
明
に
つ
き
先
の
裁
許
は

過
失
と
決
定
し
、
改
め
て
次
の
事
柄
が
裁
許
さ
れ
た
。

０
　
鰹
節

・
乾
魚

・
干
貝
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
青
物

・
乾
物
類
の
う
ち
、
他

国

。
他
場
所
よ
り
仕
入
荷
並
び
に
送
り
荷
共
、
す
べ
て
訴
訟
方

（魚
町
側
）

の
者
に
限
っ
て
、
仕
来
り
や
議
定
の
通
り
引
受

・
売
捌
き
を
行
う
こ
と
。

②
　
相
手
方

（青
物
商
側
）
の
者
共
は
、
右
の
品
々
を
他
国
他
場
所
よ
り
直
仕

入
や
直
卸
を
し
て
は
な
ら
ず
、
魚
町
問
屋

・
仲
買
か
ら
買
請
け
て
商
売
す
る

こ

と

。

①
　
当
国
産
の
青
物

・
乾
物
類
は
勝
手
次
第
に
直
仕
入
し
、
玉
子
は
他
国
よ
り

仕
入
れ
て
も
間
屋

・
仲
買
側
か
ら
妨
げ
な
い
。

右
の
裁
許
直
前
の
十
二
月
十
三
日
に
は
、
天
保
の
幕
政
改
革
の
主
要
点
で
あ

る
株
仲
間
解
散
令
が
公
布
さ
れ
て
、

「
向
後
仲
間
株
札

ハ
勿
論
、
此
外
共
都
て

問
屋
仲
間
並
び
に
組
合
な
ど
と
唱
え
候
儀
相
成
ら
ず
候
」
と
定
め
、

「都
て
何

国
よ
り
出
候
何
品
二
て
も
素
人
直
売
買
勝
手
次
第
た
る
べ
く
候
」
と
し
た
。
甲

府
勤
番
支
配
の
牧
野
駿
河
守
と
酒
井
安
房
守
は
、
右
に
見
た
裁
許
の
取
扱
に
つ

い
て
幕
府
の
指
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
十
三
年
四
月
十
日
付
で
真
田
信
濃
守
以

下
四
人
の
老
中
か
ら
、

「
間
屋
仲
間
組
合
等
の
唱
え
は
相
成
ら
ず
、
都
て
冥
加

筋
は
差
し
免
じ
ら
れ
、
新
規
同
商
売
に
差
し
障
り
申
さ
ざ
る
様
仕
る
べ
き
旨
」

を
、
訴
答
の
者
共
へ
申
し
渡
せ
と
の
指
図
が
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
て
、
嘉
永
三
年

（
一
八
五
Ｃ
）
の

一魚
渡
世
嘆
願
書
」
に
よ
る
と
、

八
日
町
の
三
郎
兵
衛
の
店
子
七
兵
衛
は
、
五
年
以
前
の
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）

か
ら
魚
商
売
を
営
み
、
浜
方
の
懇
意
な
者
た
ち
か
ら
送
っ
て
来
る
魚
荷
を
、
甲

府
の
町
や
在
方
へ
売
り
さ
ば
い
て
渡
世
し
て
い
た
が
、
魚
町
に
は
八
郎
右
衛
門

・

茂
右
衛
門

・
善
兵
衛
二
人
の
魚
問
屋
と
仲
買
と
が
あ
り
、
中
で
も
右
の
二
人
は

重
立
っ
た
魚
渡
世
人
で
、
冥
加
永
を
上
納
し
て
い
た
。
七
兵
衛
も
勤
番
支
配
に

願
い
出
て
、
嘉
永
元
年
か
ら
は
永
五
〇
〇
文
を
年
々
上
納
し
て
営
業
を
続
け
た
。

嘉
永
三
年
九
月
に
は
、
魚
町
の
問
屋
ら
は
勤
番
支
配
に
運
動
し
て
、
魚
町
で
は

伝
馬
役
を
勤
め
て
い
る
の
で
、
他
町
で
魚
町
と
同
様
の
渡
世
は
相
成
ら
ず
と
の

町
触
を
出
さ
せ
た
。
驚
い
た
七
兵
衛
が
直
ち
に
勤
番
支
配
に
嘆
願
し
た
と
こ
ろ

役
所
で
は
、
幕
政
の
改
革
以
来
は
問
屋
仲
買
株
な
ど
と
称
し
て
商
売
し
て
は
な

ら
な
い
が
、
強
い
て
魚
商
売
し
た
い
な
ら
、
魚
町
へ
転
居
し
て
渡
世
せ
よ
と
申

し
渡
し
た
。
七
兵
衛
は
魚
町
へ
行
っ
て
八
郎
右
衛
門
外
二
人
に
掛
け
合

っ
た
が
、

問
屋
名
目
は
魚
町
の
三
人
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ほ
か
に
問
屋
名
目
を

用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
拒
絶
さ
れ
た
。
改
革
の
こ
と
は
魚
町
の
二
人

も
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
七
兵
衛
は
役
所

へ
示
談
不
行
属
の
旨
を

訴
え
た
が
、
答
え
は
前
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
い
ま
見
て
い
る
嘆
願
書
で
は
、
以

上
の
経
過
を
述
べ
た
後
、
魚
町
の
三
人
は
問
屋
名
目
で
差
支
え
な
く
営
業
し
て

い
る
の
に
、
冥
加
永
を
同
じ
よ
う
に
上
納
し
て
い
る
私
に
は
許
さ
れ
な
い
。
八

郎
右
衛
門
ら
が
勝
手
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、

「
強
い
て
御
察
当

（と
が
め
）
が

な
く
、
こ
れ
で
は
恐
れ
な
が
ら
御
触
面
が
不
都
合
の
よ
う
に
存
じ
奉
る
」
と
不

満
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
伝
馬
役
は
何
町
の
何
業
に
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
と

し
、
ま
た
、
先
規
か
ら
魚
町
以
外
で
の
魚
商
売
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

冥
加
永
を
上
納
さ
せ
る
は
ず
が
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
。
改
革
の
こ
と
は
よ
く

私
も
存
じ
て
い
る
の
で
、
八
郎
右
衛
門
ら
に
我
が
侭
を
許
す
こ
と
な
く
、
私
の

渡
世
に
差
し
障
ら
な
い
よ
う
に
動
番
支
配
へ
御
声
を
か
け
ら
れ
た
い
と
結
ん
で

い
る
。
あ
て
名
が
老
中
で
は
な
く
、
老
中
戸
田
山
城
守
様
御
役
人
衆
中
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
町
年
寄
を
経
由
し
な
い
非
合
法
の
嘆
願
で
は
あ
る
が
、
駕
籠
訴

で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

八
郎
右
衛
門
ら
三
人
が
株
仲
間
解
散
令
後
も
、
冥
加
永
を
納
め
て
魚
問
屋
渡

世
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
七
兵
衛
に
も
、
魚
荷
物
の
直
売

・
直
買

が
で
き
る
問
屋
的
権
能
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
、
新
興
商
人
の
意
気
を
示
し

た
嘆
願
で
あ
っ
た
。
株
仲
間
解
散
令
は
す
べ
て
の
関
屋
に
廃
業
を
命
じ
た
わ
け

で
は
な
く
、
取
締
の
任
に
当
た
っ
た
江
戸
町
奉
行
が
解
散
令
後
の
実
情
を
回
顧

し
て
、

「
停
止
は
名
の
み
に
て
、
其
の
実
は
間
屋
組
合
こ
れ
あ
り
候
節
の
振
合

に
て
取
締
方
仕
ら
せ
候
儀
二
御
座
候
」
と
自
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸

・

大
坂
な
ど
に
も
従
前
の
ま
ま
の
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。

株
仲
間
解
散
令
は
、
幕
府
が
莫
大
な
冥
加
金
を
犠
牲
に
し
て
強
行
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
物
価
騰
貴
が
株
仲
間
の
独
占
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
見
解
は
当

た
ら
ず
、
そ
れ
は
自
然
の
勢
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
物
価
引
き
下
げ

を
命
じ
て
も
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
く
、
商
業
組
織
の
破
壊
か
ら
経
済
界
は
い
た

ず
ら
に
混
乱
を
深
め
た
。
そ
こ
で
嘉
永
四
年

（
一
八
五

一
）
三
月
九
日
幕
府
は

株
仲
間
再
興
令
を
発
し
、
問
屋
組
合
は
す
べ
て
文
化
以
前
の
と
お
り
に
復
す
こ

と
を
命
じ
た
。
再
興
令
の
特
徴
と
す
る
点
は
、
冥
加
金
の
上
納
を
要
し
な
い
こ

と
、
原
則
と
し
て
間
屋
組
合
構
成
員
の
数
を
制
限
し
な
い
こ
と
、
新
規
加
入
者

に
対
し
礼
金

・
供
応
な
ど
を
強
制
し
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。

『
甲
府
略
志
』

に
よ
る
と
、
甲
府
に
再
興
令
が
触
れ
渡
さ
れ
た
の
は
翌
五
年

一
月
で
ぁ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
再
興
し
た
組
合
と
そ
れ
ら
の
人
員
は
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
魚

問
屋
仲
買

一
一
人
の
氏
名
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
魚
町
の
八
郎

衛
門

・
茂
右
衛
門

・
善
兵
衛

（ま
た
は
そ
れ
ら
の
後
継
者
）
は
入
っ
て
い
た
で
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(『甲府略志』)

9人

150

51

115

91

44

26

12

17

22

14

11

4

7

8

17

4

屋

屋

屋

代

屋

屋

屋

世

買

屋

世

屋

世

世

屋

買

締

小

青

湯

香

白

古

新

穀

穀

新

竹

薬

雛

酒

麻

魚

柿

4人

206

11

2

4

22

38

5

55

57

12

13

6

13

2

11

1

あ
ろ
う
。
八
日
町
の
七
兵
衛
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
穀
渡
世

・
穀
仲
買
は

旧
来
の
者
。
新
穀
屋
は
魚
町
の
安
右
衛
外
五
六
人
で
、
禁
令
中
の
嘉
永
二
年
十

一
月
に
新
興
の
穀
屋
四

一
人
が
結
集
し
、
後
か
ら

一
六
人
が
加
わ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
再
興
時
に
は
仮
組
と
し
て
旧
穀
屋
と
区
別
さ
れ
、
仮
の
字
に
は

「臨
時
」
の
感
が
あ
っ
て
安
定
し
な
か
っ
た
。
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
四
月

に
は
新
穀
屋
渡
世

一
八
人
が
、
仮
組
を
本
組
と
統

一
さ
れ
た
い
と
勤
番
支
配
に

願
い
出
て
い
る
が
、
願
人
の
中
に
魚
町
の
安
右
衛
門
は
か
く
ま
れ
て
い
な
い
。

稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
三
日
町

一
丁
目
の
魚
商
久
藤
が
、
天
保
十
三
年

八
月
に
書
き
上
げ
た
魚
類
の
小
売
値
を
左
に
記
す
こ
と
に
す
る
。
こ
の
年
四
月

町
年
寄
か
ら
の
、

「
目
立
つ
よ
う
下
直
に
せ
よ
」
と
い
う
指
示
に
応
じ
た
価
格

で
あ
る
。

一
鯛
　
　
　
目
下
壱
尺
　
　
　
　
　
　
代
壱
貫
文

一
鰍
　
　
　
士電
本
二
付
　
　
　
　
　
　
代
百
四
拾
八
文

頭
尾
骨
共
ニ
ロ
方
拾
五
貫
目
位

一
鮪
　
　
　
士官
本
二
付
　
　
　
　
　
　
代
拾
貫
文

但
切
売
肉
百
文
二
付
目
方
八
拾
目

一
上
塩
鮪
　
百
文
二
付
　
　
　
　
目
方
八
拾
目

一
中
同
　
　
百
文
二
付
　
　
　
　
目
方
百
弐
拾
目
分
百
五
拾
目

一
下
同
　
　
百
文
二
付
　
　
　
　
目
方
式
百
同

一
鳴
鰺
　
　
士τ
本
二
付
　
　
　
　
代
三
百
文

一
大
真
鰺
　
士τ
本
二
付
　
　
　
　
代
八
拾
文

一
小
同
　
　
士τ
本
二
付
　
　
　
　
代
拾
八
文

一
大
鯖
　
　
士τ
本
二
付
　
　
　
　
代
百
四
拾
八
文

一
小
同
　
　
士τ
本
二
付
　
　
　
　
代
弐
拾
四
文

一
う
る
め
錫
　
一
本

二
付
　
　
　
代
拾
八
文

表 2 嘉永 5年の再興組合
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大
真
錫
　
壱
本
二
付

小
同
　
　
壱
本

二
付

上
し
ら
す
　
とτ
わ
二
付

中
同
　
　
士電
わ
二
付

若
な
こ
干
物
　
士τ
枚

二
付

中
同
　
　
士ゼ
枚
二
付

小
同
　
　
士τ
枚

二
付

大
鰹
節
　
拾
本
二
付

中
同
　
　
拾
本
二
付

下
同
　
　
拾
本
二
付

代
八
文

代
三
文

代
八
拾
文

代
六
拾
四
文

代
拾
四
文

代
拾
六
文

代
五
文

代
文
銀
拾
五
匁

代
文
銀
拾
壱
匁

代
文
銀
八
匁
五
分

注

（
１
）

「享
和
三
年
上
下
府
中
間
数
御
改
帳
」

（
『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
二

巻
二
九
頁
以
下
）

（
２
）

甲
府
勤
番
士
と
目
さ
れ
る
宮
本
定
正
が
嘉
永
三
年
に
甲
斐
の
風
俗

・

習
慣
な
ど
を
、
見
関
し
た
ま
ま
に
記
し
た
書
物
。

『
甲
斐
叢
書
』
第
七

巻
に
所
収
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
３
）

三
珠
町
高
萩
区
有
文
書
に
写
し
が
あ
る
。
町
指
定
文
化
財

（
４
）

『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
二
巻

一
一
三
頁

（
５
）

同
右

（
６
）

坂
田
家
文
書
に
よ
る
と
永
禄
五
年
。

（
７
）

『新
編
甲
州
古
文
書
』
第

一
巻

一
七
四
―

一
七
六
頁

（
８
）

『
三
珠
町
誌
』
中
拙
稿

「
九

一
色
郷
の
朱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

（
９
）

『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
二
巻

一
一
六
頁

（
１０
）

右
書

一
一
七
頁

（
１１
）

右
書

一
一
八
頁

（
・２
）

『
甲
府
市
史
史
料
編
』
第
三
巻
史
料
第
二
一
一
号

（
・３
）

『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
二
巻

一
四
八
頁

（
・４
）

右
書

一
一
九
頁

（
・５
）

『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
近
世
５
』

（
一
九
六
四
年
）
中
岡
本
良

一

「
天
保
改
革
」

『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
二
巻
七
八
頁

『
甲
府
市
史
史
料
編
』
第
三
巻
四
七
〇
頁
（市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
）

17 16

-9-


